
　

住
民
福
祉
の
増
進
等
に
責
任
を
負

う
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
地
方

が
そ
の
責
任
と
権
限
に
応
じ
た
役
割

を
果
た
せ
る
よ
う
、
地
方
税
財
源
の

拡
充
を
図
る
必
要
が
あ
る
が
、
国
は
、

平
成
26
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、

地
方
法
人
特
別
税
・
地
方
法
人
特
別

譲
与
税
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
地

方
の
貴
重
な
自
主
財
源
で
あ
る
法
人

住
民
税
の
国
税
化
を
新
た
に
導
入
し

た
。
ま
た
、
消
費
税
率
の
10
パ
ー
セ

ン
ト
へ
の
引
上
げ
時
に
は
、
こ
れ
を

さ
ら
に
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

地
方
自
治
体
が
責
任
を
持
っ
て
充

実
し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
く
た
め
に
は
、
需
要
に
見
合
う
財

源
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
強
く
要
望
す
る
。

１　

地
方
法
人
特
別
税
・
地
方
法
人

特
別
譲
与
税
と
法
人
住
民
税
の
国
税

化
を
直
ち
に
撤
廃
し
て
地
方
税
と
し

て
復
元
す
る
こ
と
。

２　

地
方
が
担
う
権
限
と
責
任
に
見

合
う
地
方
税
財
源
の
拡
充
に
取
り
組

む
こ
と
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

総
務
・
財
務
・
社
会
保
障
・

税
一
体

改
革
担
当
・
経
済
財
政
政
策
担
当
・

地
方
創
生
担
当
大
臣
あ
て
）
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可
決
し
た
意
見
書
等

 

（
要
旨
）

地
方
税
財
源
の
拡
充
に
関
す
る
意

見
書

子
供
を
犯
罪
の
被
害
か
ら
守
る
た

め
の
条
例
整
備
を
求
め
る
意
見
書

子
供
を
犯
罪
の
被
害
か
ら
守
る
た

め
の
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
を
求

め
る
意
見
書

　

８
月
13
日
、
寝
屋
川
市
の
中
学
１

年
生
の
男
女
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
は
、

国
民
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

　

加
害
者
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と

は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
偏
す
る

あ
ま
り
、
子
供
の
命
が
失
わ
れ
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

子
供
の
生
命
こ
そ
が
第
一
に
尊
重
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
強
く
要
望
す
る
。

１　

子
供
を
犯
罪
の
被
害
か
ら
守
る

た
め
、
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
講
ず

る
こ
と
。

２　

家
庭
基
盤
の
充
実
等
を
盛
り
込

ん
だ
青
少
年
健
全
育
成
法
を
制
定
す

る
こ
と
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

総
務
・
法
務
大
臣
あ
て
）

　

８
月
13
日
、
寝
屋
川
市
の
中
学
１

年
生
の
男
女
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
は
、

国
民
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

　

加
害
者
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と

は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
偏
す
る

あ
ま
り
、
子
供
の
命
が
失
わ
れ
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

子
供
の
生
命
こ
そ
が
第
一
に
尊
重
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。　

　

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
東
京

都
に
対
し
、
子
供
を
犯
罪
の
被
害
か

ら
守
る
た
め
、
条
例
整
備
を
行
う
な

ど
、
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
講
ず
る

よ
う
強
く
要
請
す
る
。

（
東
京
都
知
事
あ
て
）

特別区税
302億2,918万円 (22.8%）
特別区民税、軽自動車税、特別区た
ばこ税、狭小住戸集合住宅税

地方譲与税

地方消費税交付金

特別区交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

都支出金

諸収入

特別区債

その他

66億8,381万円 (5.0%)

22億1,584万円(1.7%)
各種貸付金の元利収入、受
託事業収入など

30億6,300万円 (2.3%)
施設の建設経費を賄うために
国などから借り入れる資金

利子割交付金、配当割交付金、地
方特例交付金、自動車取得税交付
金、基金繰入金、繰越金など

301億6,730万円 (22.8%)

196億719万円 （14.8%）

29億5,631万円 （2.2%）

14億5,185万円 （1.1%）

52億5,349万円 (4.0%)

4億1,633万円 (0.3%）

303億904万円 (22.9%)
都区間・区間相互の財源の均
衡化を図り、特別区の効率的・
自主的な運営を確保すること
を目的として交付されるもの

議会費
区議会の運営などの経費
6億4,843万円 （0.5%）

総務費
268億4,297万円 (20.7%)
戸籍事務、区民事務所運営、
防災対策などの経費

福祉費
417億 2,191万円
 (32.2%)
高齢者・心身障害者福祉、
生活保護、保育園の運営
などの経費

衛生費
32億1,984万円 (2.5%)
各種健康対策、保健所の運営
などの経費清掃環境費 38億2,312万円 (3.0%)

廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全事業などの経費

都市整備費
まちづくり、区営区立住宅の管理などの経費

66億1,376万円 (5.1%）

道路、公園などの整備、自転
車対策、緑化推進などの経費

文化商工費

文化・芸術、商店街・中小企業
の振興などの経費

34億4,937万円 (2.7%)

教育費
小中学校、幼稚園、図書館
の運営などの経費

101億1,651万円 (7.8%)

公債費
特別区債の元利償還などの経費

32億4,149万円 （2.5%）

諸支出金
各種基金への積立
金、特別会計への
繰出金などの経費

249億8,543万円 (19.3%)

一般会計
歳出決算額

1,295億7,939万円1,323億5,333万円

（100.0%）（100.0%）

一般会計
歳入決算額

土木費 49億1,655万円 (3.8%）

※数値については、単位未満を四捨五入して
あるため、総数と一致しない場合があります。

一般会計歳入歳出決算の内訳

議案等の審議結果一覧
　　………………… 2 面
区政のここが聞きたい
～一般質問（要旨）～
　　…………… 3 ～ 6 面
常任委員会Ｑ＆Ａ／
決算特別委員会
　　…………… 7 ～ 8 面

決算特別委員会の様子

　平成 27 年第 3 回定例会は、9 月 18 日から 10 月
27 日までの 40 日間にわたって開会されました。
　今定例会では、平成 26 年度一般会計及び 3特別
会計決算等の審議が行われ、決算 4件を認定したほ
か、区長提出議案 12 件を可決、議員提出議案は 3
件を可決、2件を否決し、報告 1件を了承しました。
　請願・陳情は、1 件を採択、2 件を不採択、7 件
を閉会中の継続審査としました。


